
出願

方式審査

実体審査

拒絶決定

拒絶理由通知

特許決定書

不備なし又は不備解消

拒絶理由あり

拒絶理由解消せず

不備の通知
不備あり

欠落部分の提出、
補正等

拒絶理由なし又は拒絶理由解消

補正書、意見書
（２カ月以内、延長可）

特許権付与

拒絶査定不服審判

大法院

不服

不服
特許法院

審査請求
（出願日から５年以内）

最初の拒絶決定時
かつ

補正書提出時
（３０日以内、延長可）

２回目以降の拒絶決定
又は

１回目の決定で補正書なし
（３０日以内、延長可）

出願公開
（出願日から１年６カ月）

特許年金
（３カ月以内）

＊本フローはあくまで代表例を概略的に示したものであり、
省略されている手続や異なる手続があり得ることに
ご留意下さい。

拒絶理由解消せず

拒絶理由解消
元の審査官
による再審査

不服

出願人の手続き

特許庁の手続き
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